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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２４年１１月２日 ０１時４６分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市宮窪漁港 

 今治市所在の宮窪港東防波堤灯台から真方位３１８°５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１０.５′ 東経１３３°０４.７′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

石材砂利運搬船 第八天神
てんじん

丸、４９９トン 

 １３５５９８、奥本海運有限会社 

 ７１.３４ｍ×１２.５０ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１１年３月４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４２年６月２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月２日 

  免状有効期間満了日 平成２７年６月１５日 

航海士Ａ 男性 ６２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５１年１月１６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月１７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年８月４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 バルバスバウ及び船底外板に破口を伴う凹損 

防波堤 Ｃ防波堤北端部のケーソンが転倒、Ｄ防波堤にコンクリート

剝離を伴う擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、管理土約１,２１

１ｔを積載し、船首約３.２０ｍ、船尾約４.５８ｍの喫水により、平

成２４年１１月１日１４時５０分ごろ阪神港堺泉北区を出港して関門

港へ向かった。 

 航海士Ａは、出航作業を終えた後、食堂で焼き魚一切れを食べなが

ら缶酎ハイ１本を飲み、自室で更に焼酎の水割りをコップ２杯飲ん
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で、就寝した。 

航海士Ａは、前直者に船内電話で呼び出されて目覚め、２３時３０

分ごろ昇橋して備讃瀬戸北航路西口付近で単独の船橋当直に就いた。 

航海士Ａは、備後灘の推薦航路線に沿って航行中、空腹を覚え、前

路に他船を見掛けなかったので、食堂で軽く食事をすることを思い立

ち、すぐに戻るつもりで船橋を離れ、食堂で椅子に腰を掛けて食事を

とっていたところ、居眠りに陥った。 

本船は、船橋が無人の状態で愛媛県高井神島付近の変針予定場所を

通過して西南西進を続け、２日０１時４６分ごろ宮窪漁港のＣ防波堤

に衝突し、続いてＤ防波堤に衝突して停止した。 

 船長は、衝撃を感じて昇橋し、直ちに機関を中立として浸水等の確

認を行い、海上保安部及び船舶所有者に事故の発生を知らせた。 

 本船は、自力で宮窪漁港東方沖に錨泊した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 

 

航海士Ａは、出港前の積荷役作業中、阪神港堺泉北区での荷役作業

を経験したことがなかったので、約７時間の同作業を見学していた。 

 航海士Ａは、２３時から約４時間の船橋当直に就く予定であり、本

船では入直の１５分前に昇橋するようになっていたので、目覚まし時

計のアラームを２２時３０分にセットして就寝したが、起きることが

できなかった。 

航海士Ａは、昇橋した時、飲酒の影響が残っていることを自覚して

いたが、船橋当直には影響がないと思っていた。 

 本船には、船橋航海当直警報装置がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、備後灘を西南西進中、単独で船橋当直中の航海士Ａが、前

路に他船を見掛けなかったので、食堂に降りて船橋を無人としたこと

から、高井神島付近の変針予定場所を通過して宮窪漁港の防波堤に衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が備後灘を西南西進中、単独で船橋当直中の

航海士Ａが、前路に他船を見掛けなかったので、食堂に降りて船橋を

無人としたため、高井神島付近の変針予定場所を通過して宮窪漁港の

防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋を無人の状態としないこと。 

・当直の予定があるときには飲酒を控えること。  


